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とき　２/18 ㈪～ 3/15 ㈮　※土・日を除く
　　　① 9:00 ～ 12:00 ② 13:00 ～ 16:00

　平成 25 年１月１日現在で市内に住所があり、
平成 24 年中に所得があった方は、申告をする必要
があります。
　また、所得がなくても国民健康保険に加入され
ている方（軽減措置の適用あり）や所得状況が判
定できない方なども申告をする必要があります。
　魚津税務署に所得税の確定申告をされる方や、
給与所得または年金所得のみの方は、申告の必要
はありません。
　ただし、各種控除の適用を受けるためなど申告
が必要な場合があります。

　農家の皆さんは、自ら収支計算をした上で申告
をしてください。
　農業所得の「収支内訳書」が必要ですので、あ
らかじめ記入してお持ちください。
　期間中は申告会場が混み合いますので、全く記
入していないときなどは相談を受けられないこと
があります。

　平成 24 年１月１日から 12 月 31 日までに実際
に支払った医療費に限り、控除の対象となります。
　受付会場には、領収書を人ごと、病院ごとに分
けて、金額を計算した上でご来場ください。
※様式「医療費の明細書」は市のホームページか
　らダウンロードできます。

　公的年金などの収入金額の合計額が 400 万円以
下で、かつ、公的年金などに係る雑所得以外の所得
金額が 20 万円以下の場合は、所得税の確定申告を
する必要はありません。
　ただし、次に該当する方は、市・県民税の申告を
行う必要があります。
・�「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている控
除以外の各種控除（医療費控除、生命保険料控除
など）の適用を受ける方
・�公的年金などに係る雑所得以外に 20 万円以下の
所得がある方

公的年金を受給されている方へ

住民税の申告 医療費控除の申告

農業所得の申告

　生命保険料控除に従来の「一般の生命保険料控除」「個人年金保険料控除」の２種類に加えて、平成 24
年１月１日以後に締結した生命保険契約（新契約）に係る「介護医療保険料控除」が新たに設けられ、こ
れらの控除の合計適用限度額が、所得税は現行の 10 万円から 12 万円に拡充されました。（住民税は７万円
のまま変更ありません。）

　また、医療費控除の対象範囲に、介護福祉士や認定を受けた介護職員などによる喀
かくたん

痰吸引などに係る費
用の自己負担分が加えられました。※平成 24 年４月１日以後に支払った医療費について適用されます。

区　　分 住民税控除限度額　※（　）は所得税

一般生命保険料
新生命保険料① 2.8 万円（4 万円）

▶ 一番大きい金額
　 3.5 万円（5 万円）合　計　9.8 万円

　　　（14 万円）
▼

限度額  　7 万円
　　  　（12 万円）

旧生命保険料② 3.5 万円（5 万円）
①と②の合計 2.8 万円（4 万円）

介護医療保険料 2.8 万円（4 万円）　

個人年金保険料
新個人年金保険料③ 2.8 万円（4 万円）

▶ 一番大きい金額
　 3.5 万円（5 万円）旧個人年金保険料④ 3.5 万円（5 万円）

③と④の合計 2.8 万円（4 万円）

主 点正改な

問合せ先　税務課 市民税担当（内線２３３・２３４・２３７）

確 定 申 告
が始まります !

市民会館３階大会議室（昨年の２階中会議室から変更になりました）

●住民税（市・県民税）の申告
●所得税（国税）の確定申告のうち
　①給与や年金所得の申告
　②医療費控除の申告
　③農業所得の申告　　　　　など

※�青色申告、損失申告、分離課税所得（収用以外）の申告をされる方や、
初めて所得税の住宅ローン控除を申告される方は、魚津税務署で申告
してください。

●印鑑（認め印）　●申告書
●収入を証明するもの
　①給与�…�源泉徴収票
　②年金�…�源泉徴収票
　③農業・営業・不動産�…�収支内訳書
　④日雇い・パートの賃金�…�支払明細書
●控除を証明するもの　
　①国民年金などの社会保険料控除証明書
　②生命保険料・個人年金保険料・地震保険料などの控除証明書
　③医療費の領収書
　④事業の経費を証明する領収書
●還付申告の場合は、振込先金融機関が分かるもの（通帳など）
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　画面の案内に従って金額などを入力すれば、税額などが自動計算され、所得税、消費税の
申告書や青色申告決算書などを作成できます。
　作成したデータは、「e-Tax（国税電子申告・納税システム）」を利用して提出できるほか、
印刷して書面で提出することもできます。
※ e-Tax の利用に際しては、電子証明書の取得（手数料が必要です。）、ＩＣカードリーダライタの購入 
　などの事前準備が必要です。

※魚津税務署からのお知らせが 16 ｐにあります。

受付会場

申告の対象

申告に
必要なもの


